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令和８年度における熱中症対策について（協力依頼） 

 

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。本会の活動につきましては日頃から格

別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、標記につきまして、別添のとおり、関係府省から本会に協力依頼がありました。 

気候変動の影響により、国内の熱中症による死亡者数がさらに増加するおそれがあ

ります。熱中症対策を一層強化するため、気候変動適応法が令和５年４月に改正され,

令和６年４月に全面施行されました。 

また、気象庁の暖候期予報によると、令和８年の夏は全国的に気温が高いと予想さ

れております。 

このような状況を踏まえ、政府では、「熱中症対策実行計画」（令和５年５月閣議

決定）に基づき、熱中症警戒情報及び熱中症特別警戒情報の運用を行うとともに、令

和８年度「熱中症予防強化キャンペーン」として、政府一体となった普及啓発等が実

施されます。  

つきましては、熱中症対策の強化のために、貴会会員企業の皆様に対し、別添につき

まして周知賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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